
                             令和７年１１月２０日 

民生環境常任委員協議会 

こども未来部 子育て支援課 
 

三内児童館の冬期移転について 

１ 三内児童館の施設概要について 

 

 

 

 

 

２ 三内児童館の児童館機能の移転について 

   ●令和７年７月 定期点検実施 建築基準法に基づき、200 ㎡以上の児童館は 3年毎に定期点検を実施。 

   ●令和７年９月 定期点検結果 建物基礎部分のひび割れ等が確認された。 

    

    

 

 
 

３ 三内児童室について 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

４ 今後の対応について 

●令和７年１１月下旬   「三内児童館」を利用している保護者へ文書で通知 

  ●令和７年１２月２２日  「三内児童室」としての運営開始予定 

●所在地：青森市大字三内字沢部２０９番地１  ●建築年月：昭和４４年１１月 

●構造：木造平屋建              ●遊戯室面積：８７．７７㎡ 

●対象者：１８歳未満の全ての児童（主に三内西小学校の児童が利用している。） 

●１日平均利用児童数：２９.１人（令和６年度実績） ※令和７年１０月は、２１.６人が利用 

冬期間は、これまでと同様の活動ができるよう児童館機能を近隣の施設へ移転 

⇒ 中央市民センター三内分館で「三内児童室」として運営 

「中央市民センター三内分館」で「三内児童室」として運営「中央市民センター三内分館」

で「三内児童室」として運営 

【位置図】 ●開設場所：中央市民センター三内分館（１Ｆ） 

●所在地：青森市大字三内字沢部１９１番地１  

●開設期間：令和７年１２月２２日～令和８年３月３１日 

      （上記期間中は、三内児童館を休館予定） 

●建築年月：昭和４０年８月（平成２８年度に改修済） 

●構造：木造２階建   ●会議室面積：１１９㎡ 
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